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午後 2時 00分開会 
 

○青木 ではお時間になりましたので、本日のワーキンググループを開催したいと思

います。よろしくお願いします。 
 本日はアフガニスタン国カブール首都圏開発計画推進プロジェクトデザブ南地区初

期開発事業のドラフトファイナルレポートの段階のワーキンググループです。よろし

くお願いいたします。 
 ではまず最初に、委員の皆様から主査を決めていただきたくよろしくお願いします。

第 2 期になりまして、田中委員が 1 回主査をされております。二宮委員、日比委員、
村山委員はそれぞれまだということです。ちなみに、第 1 期までの数字で申し上げま
すと、二宮委員が 4.5 回、日比委員が 1.5 回、村山委員が 3 回ということをお伝えい
たします。 
○日比主査 では、私が。ただちょっと来週出張が入っていまして若干取りまとめの

メールがタイムリーにできないことがあるかもしれないのですが、多分最終的には間

に合わせるようにと思いますので。 
○青木 ちなみに、10月 1日が全体会合ですが、ご出席は。 
○日比主査 10月 1日は、はい、大丈夫です。出席を予定しております。 
○青木 よろしくお願いします。 
○日比主査 よろしくお願いします。 
○青木 今回は前回最近ありました同じ地区の道路開発事業の件でワーキンググルー

プのときにご説明をあらかじめさせていただいたのですけれども、今回デザブ南地区

の面的開発事業について時間が経っていますということと、先般実施しました道路事

業との包含関係と申しますか、こちらについて簡単に説明をさせていただいてから議

論に入らせていただければという趣旨ですが、よろしいでしょうか。 
 では、よろしくお願いします。 
○安田 経済基盤開発部で本件を担当しております安田と申します。よろしくお願い

いたします。 
 本件カブール首都圏開発計画推進プロジェクトというものですけれども、2010 年に
1 度助言委員会にもかけさせていただいて、今回がドラフトファイナルという形にな
りますが、そのときにもご説明をさせていただいていますが、日も経っていることも

ありますし、今回の助言に関して皆様のご理解を進めていただきたいという趣旨もあ

り、本件がどういう位置づけになっているのかということと、本件あくまでも技術協

力プロジェクトでありまして、JICA のほうで例えば無償や円借款のようなことを行う
というものではなく、アフガニスタン国が行う都市開発に技術協力で支援をしている

というもので、それがどういう位置づけになるかというのだけご説明をさせていただ

きたいと考えております。 
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 ちょっと見にくいかもしれませんけれども、パワーポイントのほうがありますので。

こちらの資料、7 月の道路のときのワーキンググループの際も活用させていただきま
した資料なのですけれども、アフガンの首都圏開発というものはこういう大きなもの

がありまして、真ん中にちょうど既存カブール市というものが今ありますけれども、

この既存カブール市が復興開発等により人口が流入しています。それから、ここカブ

ール市は山岳に囲まれている盆地なので水源の利用に制約がありますという形で、新

しい場所に都市を開発する必要があるのではないかということが言われておりました。 
 現在のところ山岳に囲まれているのですけれども、昔はシルクロード等の土地もあ

りまして掘れば水が出たようなところだったのですけれども、今はそういう部分もな

くなってきてキャパシティが要するにオーバーし始めてきているというところで、生

活環境を適切に維持するためにはやはり一定の限界がありますねということで、この

カブール市の北側、この赤い円で囲ったところが北側になりますが、この北側にデザ

ブ・バリカブという地域があります。 
 このデザブ・バリカブという地域に居住・業務機能を整備して、人口の増加に対応

するような新しい都市にしていく必要があるのではないかということがこの首都圏開

発の概要になっておりまして、これはアフガニスタンの最上位計画 ANDS というもの
の主要プログラムの一つに位置づけられています。 
 開発としては 2005 年に大統領がこの強いイニシアティブを発揮しまして、JICA と
しましては 2008 年から 9 年にマスタープラン策定の支援をしております。これが
JICA の技術協力の開発調査で行いましたカブール首都圏開発計画マスタープランとい
うもので、2009年にこのマスタープランが閣議決定をされています。 
 この図が大体全体像なのですけれども、マスタープラン全体は既存カブールと今申

し上げましたデザブ・バリカブという地域を対象にしておりまして、カブールのマス

タープラン全部がここにまずあります。カブール首都圏開発といったときはデザブ・

バリカブ地域といった北側の部分の全体を指しています。これがアフガニスタンの上

位計画になっています。 
 初期開発地域というものがこの中でどこから最初に手をつけるかといったところが

初期開発地域と呼ばれているところで、この中のこの黒い丸で囲ったこのあたりがデ

ザブの南地区といっている部分なのですけれども、このデザブ南地区に初期開発をし

ていきましょうと。ここも広大なところなので、さらにその中に初期開発地区という

Parcel-1 と呼んでいる部分があるのですけれども、その Parcel-1 を最初に取りかかり
ましょうというのがアフガン側の推進で進めていまして、ここの Parcel-1 を開発する
ときに JICA の技プロで都市開発計画に関して支援をしていきましょうというのがこ
の位置づけになっています。先の道路事業のときでもご説明しましたが、道路事業も

Parcel-1 の中の道路事業ということで、あくまでもこの中のものということに考えて
おります。 
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 そのデザブ南地区というのがどういうものかというのがこのような形で、バリカブ

とデザブという地区がありまして、デザブの南側の部分を都市区画整理するような形

で都市計画を考えています。ここが大体 5,000ha ぐらいにという考えなのですけれど
も、この中の一部が Parcel-1 と、今申し上げたこのあたりの上の部分が Parcel-1 で、
この赤く囲った部分がモデル地域として最初に取りかかります。この初期開発地域で

民間業者の最初の開発を行うと。このモデル事業として DCDA というのが我々の実施
機関、相手先カウンターパートになるのですね。今日本で UR のようなものだと思っ
ていただければと思いますが、都市開発公社というところで、そこがここの開発を考

えていますという形になっています。 
 ここの概要が下に書いてありますけれども、830ha ぐらいで、大体 4 万人ぐらいの
都市を考えています。ここに面的開発で民間業者がこれから開発を行っていきますと

いうのがここの Parcel-1 の概要で、それの入札を行ったりするところが DCDA。
DCDA が都市開発を適切に行っていて、ここのモデル事業を成功裏に広く広げていけ
るようにしていくことを技術協力で支援するのが JICA という立てつけになっていま
す。 
 これが Parcel-1 なのですけれども、道路は前回お話ししましたけれども、こういう
道路を JICA のほうでやる場合には、この間ワーキンググループにかけさせていただ
きましたが、基本的に民間業者が区画の中の部分は整理をしていくというふうになっ

ております。これがいわゆる今回かけさせていただくカブール首都圏開発計画推進プ

ロジェクトの技術協力プロジェクトの概要でこういう目的に関して進めています。 
 この新都市開発という⑤の部分、新都市開発委員会事務局というように書いてます。

これはいわゆる DCDA のことなのですけれども、ここの新都市開発事業の実施に必要
な能力が向上するということを目的にこの技術協力を行っています。今回カテゴリー

A ということで 2010 年のときにもご説明をさせていただいていますけれども、JICA
が直接民間業者を使って開発していくわけではない、あくまでもアフガニスタン国が

アフガニスタン国の事業としては行ってはいくのですけれども、ここの都市開発の事

業の実施能力の向上というところで、環境についてもあるカテゴリーを考えてしてい

きますと。技術協力の中でできる限りのことをしていきますということでワーキング

グループのほうにかけさせていただいている次第です。 
 以上がこの技プロの説明なのですけれども。この図が恐らく一番わかりやすいかと

思います。あくまでもこのアフガンの計画の中にあるこの初期開発地域の中の最初に

取りかかる部分に対して JICA があくまでも支援しているということで、アフガンの
事業に対する JICA の技術協力プロジェクトですということをご認識いただければと
思っております。説明は以上になります。 
○日比主査 先生方、ご質問等ございますでしょうか。 
○田中委員 最後のスライドをちょっと出していただいて、9 枚目かな。これの赤字
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のところですね、新都市開発が今回のあれなのですか。 
○安田 地図上の赤いところは既存今の都市です。 
○田中委員 いや、ごめんなさい。こちら文字のほうです。 
○安田 こちらですか。そうですね、Parcel-1 モデル事業として DCDA を通して実施
能力向上を行うというのがプロジェクトの中身ですね。 
○田中委員 そうですね。これが⑤の話ですか。 
○安田 これですね。 
○田中委員 はあはあ。なるほどね。基本的には、従って能力向上。 
○安田 はい、あくまでも能力向上を行っているということですね。 
○田中委員 そうか。わかりました。技術協力プロジェクトの性格というのは基本的

にはそういうものですか。 
○安田 技術協力プロジェクトの性格は、カウンターパートに対して能力をつけてい

って、プロジェクトが終わった後彼らが自立して物事を進めていけるようにというの

が一つの成果ですので。 
○田中委員 7 月にも道路の案件で出させてもらったときに、その点が余り僕も十分
認識されていなくて、要するに道路事業に対するコメントだった、そんなように理解

したものだから、ワーキングのメンバーもどうもそういうコメントが多かったように

思うんですけれども。 
○安田 そうですね。道路のときは JICA のほうが道路をやるという場合があったの
で、そのときは道路を JICA のほうが無償かあるいは何かでやるという可能性があっ
たのでかけさせていただいたという整理なのですけれども、今回の場合は JICA がそ
こに対してマンションを建てるとかあるいは家を建てていくということではあくまで

もなくて、そういうことをするときにどう考えればいいのかという能力向上をしてい

くというのが技プロの性質ですので、そこを今回支援していくという形になります。 
○田中委員 わかりました。前提が、私が理解しているのと違ったのかなというのが

今よくわかりました。 
○日比主査 よろしいでしょうか。 
○村山委員 ただ、実質的には能力向上と言いつつも具体的な計画の内容が報告書の

中には書かれていて、こういった形でやったほうがいいという意味での能力向上とい

うことですよね。ですから、助言の内容としてもそれほどこれまでの協力準備調査と

それほど大きな違いを持たせる必要はないのかなと思っているのですけれども、そう

いう理解でよろしいですか。 
○安田 そうですね。 
○上條 私の理解は、彼らはまだアセスメントをやったことがない機関なわけです。

この前段階でマスタープランとかつくっていますから、それに基づいてアセスメント

をやるという経験が全然ないので、いろいろな先生方のコメントをもらってあのデー
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タどうなっているのとか、場所はちょっとどこだとかいろいろ不備があるわけなので

すけれども。ですから、通常だと例えば日本人、JICA のほうがお金を全部負担してい
ろいろな人を雇って測らせたりしてやるわけですけれども、アフガンという国情のせ

いもありますが、彼らにやってもらっているわけです。アフガン人のたちにやっても

らって、担当の方に行ってもらって指導してもらいながら、初めて作らせたというも

のです。 
 ですから、多分いろいろコメントいただいて、あれが足りないこれが足りない、こ

のデータはどうなっているのだというコメントはあると思うのですけれども、それも

結局は彼らがやれる範囲でしかできないわけです。それをまた私たちが何かやってポ

ンと入れるというわけにもなかなかいかないという制約はちょっと。だから、そこら

辺は普通の円借款とかそういうものの準備調査とはちょっと性格は違うと思うのです。 
 ですから、その面で言うと、レポート見てもあまり質が今ひとつではないかという

コメントになってしまうと思うのですけれども。そういう事情があるということなの

です。ただ、レポートとしてよくするということはもちろん必要なのですけれども、 
○村山委員 ですから、正直に申し上げると、その頃合いがよくわからないですよね。

どの程度まで求められるのか。これはほかの案件にも通じるところが少しあるのです

けれども、今回特に今上條さんおっしゃったように、国情に問題があって、そんなに

高いレベルを要求してもどれぐらいできるのかというのはあると思います。そのあた

りがあるので、むしろざっくばらんにこれは少し難しいとか、そういう話をしていた

だいたほうがいいかもしれないですね。 
○上條 安田さんからもちょっと実際の話も説明させていただくと思います。 
○川辺 経済基盤開発部の川辺と申します。もう一つつけ加えさせていただきますと、

協力準備調査に極めて性質としては似ているというご理解で間違いないのですが、今

言った Parcel-1は 830haの地域を対象にしたマスタープランをつくっているというご
理解が一番適切だと思います。そのマスタープランをつくる上での環境面でのアドバ

イスを今回いただければというふうに思っています。 
 あと、アフガニスタンの状況というのは、村山委員も今言われたとおりなのですけ

れども、非常に頃合いが難しいというか、1 個紹介させていただきますと、測量調査
をローカル業者を活用して実施しようとしたときに、その地域の軍閥に脅されて測量

することも断念せざるを得なかったということも今回のプロジェクトの中で実際に起

きているのですね。ですので、本来的にはこういうふうにすべきではないかというご

意見はぜひいただきたいとは思うのですが、それを踏まえてどこまで実際にできるの

かというところをお話しさせていただければ、実のある委員会になるのではないかな

というふうに考えているところであります。 
○上條 ほかのワーキングと同じでいいのです。どんどん言っていただいていいので

すけれども、ただそういう事情がありますよということだけです。 
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○日比主査 わかりました。よろしいでしょうか。 
 では、事前に委員の皆様から出していただいた質問コメントに回答いただいており

ますので、いつものワーキングのように上から順番に追加のご質問コメントなりがあ

るなり、あるいはもう少し聞いてみたいというような作業をまずしていきたいと思い

ます。 
 では、1ページ目、1番ですね。村山委員、お願いいたします。 
○村山委員 少しまとめて。 
○日比主査 そうですね。1、2、3、4 までがまとめてご回答いただいておりますから、
ここ主に大気汚染関係の影響負荷の評価についてのご質問だったかと思います。特に

公共交通機関なんかでどういう今後の整備計画があるのかないのか、それと当然大気

汚染の影響の度合いも変わってくるということでそういうご質問を 1、2、3、4 で各
委員からいただいているのかなと思いますけれども。まず JICA さんにご回答のほう
をご説明しただいた上で、この質問を出された村山さんから。 
○村山委員 ただ基本的には皆さんこれご覧になっているという前提で、時間の節約

のためにもう説明は省いて。 
○日比主査 ではそうしましょう。この 1 から 4 の中で特に追加でコメント等ござい
ましたら。 
○村山委員 私のコメントで、数字を見る限り 10年経つと負荷が倍増するように見え
るのですが、これを受けてご回答にあるようにこういった対応をお考えになっている

ということでしょうか。 
○安田 そうですね。もともとマスタープランの中でこの公共整備、交通整備のこと

が書かれておりますし、今のカブール市の中でも非常に渋滞は多く出ていますので、

将来的に公共交通の整備は必要だということは考えているところですので、そういう

面ではここはこういう形になってはいますね。これがあれば公共交通のほうにシフト

していければ、車の数が減る形になれば大気汚染のほうも減っていく可能性はあると

いうことです。 
○村山委員 倍増までいかずに、もう少し低いレベルになる。 
○安田 そうですね、もう下がるのではないかと。 
○村山委員 考えているということですね。はい。 
○日比主査 二宮委員は。 
○二宮委員 私は 2 と 4 が関係していますが、今日最初に冒頭にご説明をいただいた
ポンチ絵といいますか構造でご説明をいただいてよく理解ができました。その辺の関

係性があいまいだったもので、一般的な考え方として長期の視点での位置づけがどう

なされているかということに関する質問だったのですけれども、基本的にマスタープ

ランで公共交通整備に対する計画が、長期のものですからそんなに具体的には恐らく

ならないと思いますけれども、公共交通機関も含めて位置づけがされているという前
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提でのこの議論ということであれば、このことを追記していただくということですの

で、私はこの二つの従ってコメント質問に対しては取り立ててこれ以上は、という印

象ですね。 
○日比主査 私の 3 番も基本的にはご説明いただいてこれを追記していただければと
いうふうには考えております。 
 次 5、6ですか、私ですね。ここはもうわかりました、二つとも。 
 それから 7 番もわかってございまして、はいこれもわかりました。これは記述をし
ていただければなと思います。 
 8、9も私ですね。8も既存事業をもう少し調べてくださいというところです。 
 9は確認でしたので、はい、わかりました、結構です。 
 10番の田中委員、いかがでしょうか。 
○田中委員 10 番は、これは基本的には、150 でなくて 50 なのですね。わかりまし
た。例えば先ほど前のほうの質問ですね。多分 1、2、3、4 のところにも関係するの
ですが、例えば大気汚染について自動車対策はこういうことをやりますというのはマ

スタープランで書かれているわけですよね。固定発生源、例えば英文で書かれている

ところをさっと読むと、例えばエネルギー源を変えますとかこういう話があるわけで

すね。これ大気汚染対策になるわけですね。恐らくこれは固定ですかね。産業だとか

家庭のことだと思うのですが、こういうのは対策の中に、交通系部門に対する対策に

加えて、産業系とか民生系に対する対策というので追記してよろしいのではないです

か。後で私のその関係が出てくるのですが、例えば 25 番とか 26 番あたりの質問です。
評価の話とか対策が基本的に書かれていないですよという話がありますけれども。後

でもう一回議論させてください。ですから、大気汚染対策なんかがあるはずなので、

それをもっと書いたらどうでしょうかというのがこの 10番のコメントです。 
 それから、11 番は温暖化影響は視野に含めていないというのだけれども、このこと
ではなくて、年間降水量が 316mm だけれども、基本的には降水量というのは増えて

いるのですか、減っているのですか。長期的には、カブールの乾燥化が進んでいるの

ですかね。日本の場合は過去 30 年とか 40 年で明らかに増えているのですよ、降水量。
あるいは降水量が 1 時間当たり 50mm の回数が増えていると言った方がいいかもしれ
ません。降水量は基本的に微増で。 
○安田 入手できるデータを確認して、ここを添付できるように検討します。 
○田中委員 降水量がどうなるかというのは、恐らくこの地域で開発をするときに大

きな前提条件になるかと思いますのでね。そういう指摘です。ということで追加のコ

メントです。10番、11番。 
○日比主査 12 番は、これはわかりました。このようにもう少し明確にわかりやすく
記述してもらえればと思います。それだけです。 
 11 番と、11 が 2 回出てくるのかな。二つ目の 11 番と 13 番ですね。レッドリスト
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に関しては私と田中委員からも出ているのですけれども、ここは聞き取り調査でされ

ているということなのですけれども、私からは周辺も含んでいるのであれば周辺も含

むというふうに。記述は事業対象地域内では、ということになっておりましたので、

明確にしていただきたいという一方で、では周辺というのはどこまでを含んでいると

いうのも記述をしていただきたいなというところです。田中委員は何か。 
○田中委員 これは絶滅危惧種がないというふうに書いてあるので、ないというのは

どの文献からか、どの根拠があるのだろうなと思ったものだからこういうことを書い

たのです。これは基本的には聞き取り調査で把握したということですか。恐らくもう

ちょっと言うと誰から聞き取ったのだとか、大学の先生とか NGO とかね、多分いる
と思うのですが、そういう調査源を明らかにすることである種の信頼性とか確実性が

出るのだろうと思うのですね。 
○日比主査 確か報告書見る限りは村人から聞きましたという形だったので、ちょっ

とその辺、確かこの次かな、14 番もそれに関連して、それで本当に絶滅危惧種がいな
いと言い切れるのかというところをちょっと指摘させていただいておりまして、いな

いのかもしれないですけれども、少なくとも今の段階では言い切れるだけの情報は整

っていないのではないかなと思いましたので、そこの 14、15 までも含めてなのです
けれども、その辺は正確に記述していただいたほうがいいのかなというふうに思いま

した。 
 ほかこの絶滅危惧種関係よろしいでしょうか。 
 では 14、15 も終わって、16 ですね。ここはご説明いただきましたのでわかりまし
た。一番近傍の保護区についての説明です。 
 それから 17、18ですよね。 
○田中委員 文化財の関係ですね。この表を見ると、テーブルの 4 の 8 ですかね、何
か 1 番から 3 番まではレジスタードだというので、少しハッチがかかっているものだ
から、何か特別なそういう保全施策があるのかというふうに聞いたわけです。これは

ないわけですか。単に登録されているというだけの話。 
○福間氏 そうです。 
○田中委員 わかりました。それからこの文化財の位置というのは、確か別の図には

場所がどこか入っていたと思うのですが、これはうまく載ってはいる。今日の配布資

料に載っているのですか。 
○福間氏 今日の配布資料ではなくて、ドラファイに村の位置を範例として示し、全

部の文化財を細かく示すのは無理ですから、村ごとにまとまっているものですから、

そちらのほうに追記いたします。村の位置を。 
○田中委員 Figure4-7 ですか、あるいは Figure4-6 にロケーションのヘイトリッジ図
というのがあるのだけれども、 
○福間氏 この図を、これがちょうど 1 から 3 番の市が指定してきている文化財のあ
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る位置なものですから、これに追記する形で村のいわゆる墳墓とか古い塀等が彼ら文

化財と称しているものがあるので、その位置を追記いたします。 
○田中委員 図の 4の 6ですね。 
○福間氏 図の 4の 6です。 
○田中委員 わかりました。そういう意味ですか。わかりました。 
○日比主査 次は 19番ですね。村山先生、お願いします。 
○村山委員 このコメントは全体を通じてということで出したと思うのですけれども、

印象として幹線道路の計画が余り明確に書かれていない感じがあるので、回答の中で

は RAP について対応されるということなのですけれども、環境影響も含めてもう少し
具体的に示していただけないかなということなのですね。制約はあると思いますので、

その範囲の中でというそういう意味合いです。 
○川辺 ご指摘の点については今のレポートの中に含めさせていただきたいと思って

います。特に道路を新設する計画がありまして、それによる大気汚染とかそれでの負

荷というのは確実に変わりますので、この将来予測、あとベースラインデータの取得

ということを実施すべく検討しておりまして、このレポートの中でもそれについて言

及したいというふうに考えております。 
○日比主査 次、20 番は、これは私です。図で示してくださいということでご用意い
ただいてありがとうございます。了解しました。 
 それから、21 と、あと 23 番、田中委員のこのカレーズの地点をということで、こ
れもいただいておりますね。ありがとうございます。 
 このカレーズについては、すみません、追加的質問なのですけれども、中にはもう

数百年使われているようなものがあったかと思うのですけれども、カレーズの文化財

的な価値というようなそういうような見方とか考え方というのは現地ではあるのでし

ょうか。 
○福間氏 カレーズ、今直接もう生活にしみついて、村自身がカレーズを中心にして

発達してきているというのは今僕がご説明するまでもないと思います。このカレーズ

が長い間メンテナンスされずに放置されていまして、以前は用水機能があったけれど

も、今その用水機能が失われているカレーズがずいぶんこの村にたくさんあります。

JICA はこのデザブ南の面的開発事業を見るに当たって、そこらの周辺の村の生活の向
上そういったものを目指したサブプロジェクトを実施し、それをサブプロジェクトの

一つとして、今通水機能を失ったカレーズの清掃をしたり、それから井戸を補強した

りして、もう一度機能を復活させるという事業を四十数カ所、45 カ所だったと思いま
すけれども、対象にして今行っています。 
○日比主査 どうもありがとうございます。私は 21、結構です。 
○田中委員 今日お配りいただいた資料のどれですか。 
○福間氏 全部カレーズの位置に番号が打ってございますけれども、これでもってカ
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レーズを特定して、そのカレーズについてもう一度通水機能を持たせるようにという

ことで、そのプロジェクトで事業が行われています。 
○田中委員 水質測定したのはこの中の何でしたっけ、7地点と確かありましたね。 
○福間氏 実際にできたのが 2 地点だけなのですけれども、今後の対象としても 3 地
点増やして 5地点と、そういう予定はしています。 
○田中委員 これ Parcel-1 の位置図からするとかなり離れたところのカレーズなので
すねこれ。 
○福間氏 そうですね。 
○安田 開発に関して影響が出るのは開発地だけではなくて周辺地域ということも考

えて、周辺地域の住民たちが使っているカレーズに影響がないようにということで周

辺地のほうをやっているという形です。Parcel-1 の中にはそういうところがなかなか
ないので、周辺地域で対象で周辺地域の人たちにも裨益するようにという形で考えら

れています。 
○日比主査 赤点が今の既存のカレーズの位置なのですね。 
○福間氏 そうです。カレーズ 1 個 1 個が番号を打っています。青丸で囲んであるの
が 66番と 89番は湧水があって。 
○日比主査 わかりました。ありがとうございます。田中先生もよろしいでしょうか。 
○田中委員 はい。 
○日比主査 わかりました。では、24番まではこれで結構です。 
 次、マトリクスのほうに入ってまいりたいと思います。25、26 で先ほど田中委員か
らも少しお話があったところともかかわってくるかと思いますが、私も基本的に同じ

ところが気になっているのですけれども。田中先生。 
○田中委員 私も、これ工事段階が－B で供用段階でも－B というのだけれども、こ
れは明らかに悪化するのではないですか、工事段階と同じ程度なのですかね。－B と
いうと同じぐらいだね、－B、－B と同水準ですかという問いかけなのですが。もし同
水準なら、例えば活動密度なんかすると、工事中に比べると供用後のほうが結構密が

高くなってくるのではないかと思うのだけれども、家も貼りついたり産業も貼りつい

たり車も走ったり。もちろん工事中だってその辺を走るけれども、工事はだんだん場

所が移ってくるでしょうから、全体密度からすれば薄いのではないかな。 
○福間氏 B で B1とか B2とか B3 があればよろしいのですけれども、Aと Bとの評
価であればということで考えますと、Bの範疇かなということで。 
○田中委員 そうですか。 
○日比主査 私もここの B がどうなのかなというのがちょっと気になっておりまして、
多分、とはいえ全体で見ていけば施設の総排出量、カブール全体、あるいはアフガニ

スタン全体、もう地球全体で見れば微々たるもの、多分今もほとんどデータがないぐ

らいではないかと思うのですけれども、あったとしても多分間違いなく世界でも一番
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一人当たりの排出量の少ない国の一つだと思うのですけれども。だからといってむし

ろこの辺が難しいところかもしれませんけれども、この事業、特に Parcel-1 のという
よりも、そもそも気候変動問題というのはそういう微々たるものが積み重なった結果

なっているということだと思いますので、それに対して JICA さんがどうかかわって
いくのかというところがもう少し見えてこないといけないのかなと思いますし、結局

その微々たるものを減らしていかないことには、この先地球全体の排出量もやっぱり

減らせないということになると思いますので、ここに書かれているのは 10 倍 20 倍に
なるけれども、もともと小さいし大した量にはなりませんということを書かれている

と思うのですけれども。それでは、この事業の影響だけを見るとそうなるかもしれな

いですけれども、やはり地球気候変動問題を一つの最重要課題として取り組んでいる

JICA さんであり我が国の ODA ですから、そういう点からいくとすべての事業におい
てもどうやって減らすのかと。もっと言うと、そこを特にアフガニスタンのような国

に減らせ減らせとばかりは言えないというところはあると思うのですけれども、なる

べくそこの排出効率を上げながら開発していけるような形に導いていってあげるとい

うのがやはり JICA さんの腕の見せどころかなというふうに思いますので、そういう
記述がやはりないというのはちょっとどうかなというふうに感じた次第です。 
 それと、27 番も、ここも多分データの問題もあると思うのですけれども、運輸セク
ターしか言及がなかったのでほかのセクターの排出もあるのではないでしょうかと。

平均的なあれでいくと運輸セクターの排出源に 2 割前後ぐらいというところかと思い
ますので、全体の排出の。かなりまだまだとらえきれていない排出影響があるのでは

ないかなというふうに思いまして。そこを果たしてデータの問題というのは難しさが

あるのかなとは思うのですけれども、ご検討いただきたいなというふうに思いました。 
 そうですね、28番の二宮委員も少し排出量のことについて。 
○二宮委員 同じ問題意識です。ただ、10 倍とか 20 倍とかと聞くとちょっと大きな
数字に私も見えたのですけれども、ただやはり基本的にもう何もないというかそうい

うところに一定の都市機能を整備するということですから、逆に言うとそのくらいの

経済機能の集積みたいなのが起きて、それに伴って汚染も増えていくという。その汚

染の増え方が経済規模の大きさとシンクロしていると考えると、このくらいの効果的

な開発をしないといけないという、そういうこともあるかなと思ったので、余り数字

の大きさを言うよりも全体として長期的な視点でコンパクトシティーといいますか、

環境フレンドリーな都市づくりのコンセプトになっているかということだけは確認す

る必要があるかなという、そういう意識ですね。 
 従って、最初の交通需要というところでもお話を差し上げてそこでご回答いただい

たような、いわゆる公共交通機関へのシフトみたいなの、これを今後どう具体化して

いくかというかということと関連していくのだろうと思います。それが全体の中では

一応立てつけとして埋め込まれているということであれば、ここはこういうご回答以
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上にはならないのかなというそんな感じがするので、私としてはここに緑化というこ

とも言っていただいたのですね。そういうことを総動員することだろうというふうに

思います。 
○日比主査 わかりました。何か。 
○田中委員 繰り返しますと、大気はこの場合負荷量が計算されているのが、大気関

係、CO₂とか大気汚染物質は交通系だけですね。これはいわゆる民生系とか産業系か
らも出てくるんだと思うのですが、そういうのは積算されていないというのは何か意

味があるのですか、意図があるのですか。 
○福間氏 この後の 31番の質問のところでちょっとお答えはしておりますけれども、
やはり交通系ですとガソリンエンジンで大体原単位はこれはどこの国でも一緒と考え

てよろしいと思うのですけれども、民生系、産業系になりますとこれはもう原単位が

相当違ってきていまして、日本ではそういった原単位がとれるけれども、アフガン国

ではまだ原単位がとれていません。そういった中で日本側のそういったものが当ては

めて、これからこれを使ってやりなさいという説得が、この中で非常にできないでは

ないかと、彼らが何ででは日本のやつを使うのですかという質問がきたとき、交通系

でしたらこれはガソリン系だからもう一緒ではないですかということなのですけれど

も。 
 実は、交通系の算出を彼らに一応専門家、非常にエキスパートいますので、こうい

った条件で解けといったらいけないけれども、こういった条件で算出してみてくださ

いというのは今回添付した資料と同じことを同じようにさらに説明してやっていただ

こうとしたのですけれども、ちょっとこれもトップレベルの方というか非常に専門家

の方でもこれはできないというのが最終的に回答的に帰ってきました。 
 ということは、この交通系での原単位自身の意味がまだ彼らの中で理解されておら

ず、ではそれをどういうふうに誘導してどういったものをつくっていけば総排出量が

出るのだという整理と、それから濃度がいくらだという整理とが一緒になっていまし

て、なかなかまだしばらくは教育をしていかなければいけない部分があるかなと、そ

ういうふうに思っております。従って民生系産業系の原単位の方の排出量については

今回は行っていません。 
○田中委員 なるほど。今の話聞くと、要するにデータが余りないので、つまり民生、

例えば家庭であれば 1 世帯当たりの排出量であるとかそういうものが日本の場合なん
か整っているので、それをもとにして 1 世帯当たりの多分エネルギー消費量であると
か、そこからあるいはガソリン消費量だとかそういうものがわかりますのでね、そこ

から負荷量って出しているわけですよね。だからそういうデータがないので基本的に

は余り根拠になる数字がありませんと、仮に日本のデータを持っていってみてもそれ

かまた全然国情も違うし背景も違うし、なのでそれを使いようもありませんというこ

とで、今回特にその点は載せませんでした、そういうふうに説明を理解したのですが
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そういうことでよろしいのですか。 
○福間氏 そのとおりです。 
○田中委員 まだ技術がないということもあるかもしれませんが、もともと一番大き

いのはデータがないということですね。情報がないのですね。車の場合にはある程度

汎用性というか国際性もあるので、そういうことは一応使いましたということだと思

うのですけれども、そうするとではそれがわかったとすると例えば同じく大気以外の

水とかごみとか騒音とかもね、騒音なんか恐らく自動車が多いと思いますが、もちろ

ん産業系もあると思いますが、そういうのもあるわけですよね。そういうのは算出さ

れなかったですか。具体的な数値そのものが、表の 5 の 4 にあるような何十倍にもな
るという、開発前と開発後とね。 
○福間氏 水につきましては、これは補給水量が 1 日一人当たり 100L ということ、
逆に言えば処理量が 100L になっているということなのですけれども、これは基本的
には各戸に浄化槽を設けて各戸処理になっています。ですから日本のように例えば下

水道管を引いて、それから処分場に持っていって、それから処理するというシステム

は、今回それと違って各戸処理と、例えば集合住宅であっても一応集合住宅の一つの

ブロックの中で処理していくというのが基本になっていまして、排水系についてはオ

ンサイトの処理です。 
○田中委員 46 ページあたりにミティゲーションメージャーと書いてあってウォータ
ーポルーションのところが書いてあるのですが、これもざっと読むと私の理解では工

事中のことを中心に書いてあるように思うのだけれども、今お話のように例えば浄化

槽を各戸整備するとかね、あるいは産業系であればどういうふうに整備するとか、そ

ういう計画というか構想はないのですか。 
○福間氏 これにつきましては後で出てきますけれども、追記しますということで、

実はその部分がちょっとまだ未熟でして、これについてはあとの質問の中で答えてい

ますけれども、追記していくとそういうふうに。 
○田中委員 スコーピングのところにもう 1 回戻ると、例えば大気でも水質でもそう
ですが、ここでの評価というのは発生段階とそれからある種のここでいえば緩和ミテ

ィゲーションして、例えば排出量の少ない機器を使うとか、あるいは何らかのそうい

う対策をするということを講じた後の評価と 2 段階あるわけですね。つまり対策前と
対策後の評価ですね。この場合は工事中もそれから供用段階もどちらをとらえている

のですか。 
○福間氏 最初のマスタープランのほうで一応そういったものが入った計画になって

おりますので、何もしないという計画と比べてマスタープランでそういったことをと

らえるということを前提とした評価をしております。 
○田中委員 つまり、評価の－B とか－A とかいう評価の意味は、排出段階の時点を
もって評価しているのか、排出された後対策がこういう対策が講じられている、講じ
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られる予定であると、だからその対策を読み込んで評価をしているのかという質問で

す。 
○福間氏 対策は読み込んでいます。 
○田中委員 そうするとこの評価の前提として対策がなければいけないですね。繰り

返しますが。 
○福間氏 こういった対策をしますという記述ですね。 
○田中委員 記載があって初めてその評価ということですね。 
○福間氏 はい。それを追記いたします。 
○田中委員 廃棄物なんかはどういう予定なのですか。家庭ごみかな、今一番多いの

ですね。 
○福間氏 現在の過去の状況は、家庭ごみが毎日夜外に出されてそれを収集している

というような状況です。今マスタープランの中ではこれにつきましてはまず分別収集、

従って家庭ごみは毎日出すのではなくて、日にちを決めて指定された場所に持ってい

って、そのごみ集積場にごみ収集車がやってきて、コンテナに詰めていって最終処分

地に運ぶと。そうしないと今の現状このままいきますと、カブールの市内の最終処分

場、これは埋め立て処分になっていますけれども、すぐこれは一杯になってしまって、

次から次に探していかないとという。だから、そういったものを新都市では日本と同

じようなまず分別収集、それからそれと減量ですね、そういったものを実施できるよ

うにご提案しています。 
○田中委員 わかりました。なかなか大変なことだと思いますけれども。わかりまし

た。 
○日比主査 一つ教えていただきたいのです。気候変動関係は今ちょっと調べたら条

約のほうにも報告まだ出ていないですし、確かにデータ等はないのかなというふうに

は思う反面、そういう基本的な温暖化関係のデータがないまま少なくともしばらくは

アフガンでのこの開発が進んでいくという状況にあると思うのですが、その辺、JICA
さんとしてはどう、例えば何か気候変動関係でアフガン国に対して何か計画があると

か、あるいはそういう中でどうやっていくかという考え方をお持ちということはある

のでしょうか。 
○川辺 私から回答させてもらってよろしいでしょうか。現段階では、先ほどからの

繰り返しになってしまうかもしれないのですが、非常に政府機関が脆弱な中で一歩一

歩能力を向上させていって、事業を協働で実施する中で、能力を向上させていきたい

という状況ですので、正直申しまして全部に手を回せればいいのですが、今ある程度

絞ってやらせていただいているという状況ですので、気候変動対策のところまでは正

直今の段階でアフガニスタンに協力もしくはこういう方針でというところまでは手が

回っていない状況ではあります。 
 ただ、先日の 7 月 27 日の助言委員会だったかと思いますが、そこでも説明させて
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いただきましたけれども、調査の段階及び今後計画を少しでも前に進めていこうとい

う段階で、先方の環境省 NEPA とやりとりを少しずつ始めていますが、その NEPA の
能力がやはり脆弱だということは認識しておりまして、その中でこの事業を通して、

直接的ではないのですが間接的にいろいろと関係を持ちつつ少しでもサポートしてい

るという状況ではあります。 
○日比主査 わかりました。ありがとうございます。 
 次に進んでもよろしいでしょうか。 
○田中委員 では、先行かせていただいて、僕 31番はこれで、もうそこまでいって大
丈夫ですか。まだ下まで。 
○日比主査 29番、ちょっと。二宮さんで、これはもうよろしい。 
○二宮委員 いいです。これは、そういうことだということでわかりました。 
○日比主査 田中先生、お願いします。 
○田中委員 30番、31番、先ほどのご説明でのやりとりでよくわかりました。 
 それで 32番ですが、この水門というか排水系統のようなことをちょっと想定したの
ですが、これ計画になれば当然今と明らかに土地の利用の仕方とか道路とか入ります

ので変わってきますよね。というように考えて排出経路が変わるのではないかと、こ

ういう評価をするべきではないかということなのですけれども。これ見ると余り変え

ないと、排出先は現在と同じ流出先になるように考慮されていると。最終的な何とか

川に出るのは同じでしょうけれども、多分その流れ方は変わるんじゃないですかね、

地下に入る量であるとか、そんなことないですか。あるいはカレーズに先ほどの説明

であれば。 
○安田 カレーズには流れないように考えてはいますし、時々ガリという細いような

ところに入ることも、なるべく今のガリは保存するような形で考えているので。今の

確かに流れが変わらないはずはないというのは多分そうだと思うのですけれども、大

きく流れを変えないようにという考慮は考えているということですね。 
○田中委員 先ほど例えば住宅では個別処理されるわけですね。1日一人 100Lぐらい
ですか。数名いれは数百 L という、それなりに水が出ると思うのですが、それはどう
いうふうに排水されるのですか。 
○福間氏 これは地中浸透です。 
○田中委員 浸透ですか、なるほど。 
○福間氏 ですから、ある期間が過ぎますと能力は落ちますから、その分の汚泥は 1
回除いて、取って処理して、また新しくして使うと。 
○田中委員 吸い込みというかいわゆる地下に落としちゃうわけですよね。 
○福間氏 そうです。 
○田中委員 そうすると、基本的には雨と同じで下に入っていくということですね。

わかりました。そういうことでしたらよろしいです。 
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 33番も了解しました。これで結構です。 
○日比主査 次、環境配慮のほうに入ってまいりたいと思います。34番、村山先生。 
○村山委員 今日の資料で騒音については測定ポイントがよく理解できるのですけれ

ども、大気質の測定について図はいただいているのですが、これ具体的にどこか場所

が決まっているということになりますか。 
○川辺 すみません。この図だと思うのですが、初版というか我々が確認したときは

データを入れていたのですが、何かの間違いで打出した資料からは消えているみたい

ですので、手元に今資料はあるのですぐお見せはできるのですが、データがあればと

思っているところなのですけれども。 
○村山委員 もし時間があるようでしたえら、後でも結構です。 
○川辺 はい。道路の沿線を中心に今何点ですかね。 
○福間氏 5点です。 
○川辺 そうですね、5 点ですね。一つは、ちょっと簡単に説明させていただきます
と、この幹線道路の十字のところをまずやらせていただこうと思っています。あとも

う一つ幹線道路沿いと、あとは Parcel-1の周辺を見るような形で今考えています。 
○村山委員 それで、騒音のほうですけれども、Figure4-4 で西側ということになるの
ですかね、そちらの幹線道路はかなり重点的なのですが、東側のほうは余り測定され

ない、今おっしゃった十字のあたりとかですね、そのあたりは入らないということに

なるのですかね。 
○川辺 そうです。今の想定ではそこは載せてはいないのですが。 
○福間氏 騒音、振動ですね、これは一応今までモニタリングをやった地点がこの地

点なのもですから、それがどうなったかということを確認するための同じ地点がいい

かなということで。 
○川辺 あと補足として記載させていただきますと、この西側の太い道路、これは幹

線道路ですが、現在あるのはこの道路だけなのですね。その周りは土漠で、砂漠みた

いな状況の中で 1 本この道が走っているということですので、そことの比較を基本的
に確認することを目的にここの地点を想定させていただいております。あくまでこれ

は現在の案ということですので、変更することもできると思います。 
○村山委員 ベースラインのデータがあれば比較は可能だと思うので、その考え方一

理あると思うのですが、一方で交通量がこれから増えそうなところについては少し配

慮されてもいいのかなという気はしますね。 
○川辺 検討させていただきます。 
○村山委員 特に先ほどおっしゃったような交差点のあたりはですね。 
○川辺 はい。東側の基幹道路も整備今後していくことになるかと思いますので、そ

ちらのほうでも 1 カ所もしくは 2 カ所ぐらいロケーションとして検討したいと思いま
す。 
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○村山委員 わかりました。 
○日比主査 次、35、私なのですけれども、ここは生態系関係の緩和策のところで低
木・灌木の代償的植樹について記述があったのでちょっと幾つか質問させていただき

まして、お答えいただいて。ただ、ここ、特に植樹の部分はどちらかというと生態系

の緩和策というよりは、多分都市景観とかそういう、ひょっとしたらバイオマスの量

にもよりますけれども、気候の調整とかということのほうがメインで、余り生態系の

緩和策、ほかに書くところがないというのもあるのかもしれないのですけれども、と

いうのにはちょっと違和感があるかなと思いました。ただコメントにとどめておきま

す。ただ、どんな植樹計画なのかという、樹種の配慮というのを書かれていますけれ

ども、生態系以上に例えば水を多く必要としてしまったりとか肥料とか農薬とかを必

要としてしまったりとか、その辺にむしろ配慮していただいたほうがいいのかなとい

うふうに思いました。 
○福間氏 すみません、僕ちょっとそこら追記いたしますけれども、骨格計画を見せ

ていただきましたら、公園ですと雨が降ったときの水を一旦そこにためて、それが公

園の中の木等に水を与えるようなそういう配置の仕方というものが予定されているん

ですが、そういったことを書けばよろしいでしょうか。 
○日比主査 そうですね。あと、この辺がどういう樹種が適するのかわからないです

けれども、樹種によっては例えば水を必要以上に蒸発させてしまったりとかというこ

とになると、この地域ではそういうことはむしろ避けたいですし、むしろ水を地中に

蓄えてくれるような形で、どこに植樹するかという面的な計画も含めてですけれども、

ということかなと。多分今おっしゃったような形であれば、そのためにわざわざどこ

かで水をまいたりという必要はないのかなというふうに思いますけれども。 
○福間氏 具体的な樹種については書いてなかったんですけれども、今回の対策、ミ

ティゲーションの中でそういった記載をさせていただくということでよろしいでしょ

うか。 
○日比主査 そうですね、はい。以上です。 
 36は、これは用語の問題です。かしこまりました。 
 37も結構です、基本的には。モニタリング計画等も入れていただくということで、
わかりました。 
 38、二宮委員、お願いします。 
○二宮委員 38 は、先ほど 31 ぐらいのところのご回答と多分同じになるんですよね。
ベースラインのところというのはまだ今の段階ではわからないと。どの段階でどうい

う具体的な調査が必要かという点も含めて。ただそれが必要であるという認識は変わ

りないということですね。それ以上はちょっと言いようがないですね。了解です。 
○日比主査 39、40。 
○田中委員 私のところです。39は先ほどのように追記していただくということね、
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お願いいたします。これで結構です。 
 それで 40ですね。土壌汚染は基本的に、兵器でしたか、そういう廃棄物、いろいろ
な爆弾、不発弾とか何かそういう記述は若干ありましたけれども、そういうのは、か

つてウラン劣化弾とか聞いた覚えはありますが、そういうのはどうなんですか。 
○福間氏 これはやはりサブプロジェクト、先ほど川辺さんご説明されていましたけ

れども、道路のプロジェクトで、いろいろ橋梁、それからカルバート等の基礎がある

ものですから、地元にいわゆる不発残留弾もひっくるめた記録及び処理をしている団

体があります。そこに問い合わせしまして、実際に地図を持っていって座標を特定し

た上で、回答が 2010年だったと思いますけれども、来てまして、そういった UXO汚
染については全部クリアされていると、Parcel-1内には。そういうレターをいただい
ていますので、そういった土壌汚染はありません。 
○田中委員 そういう記述がありましたね。わかりました。承知しました。 
 40番はいいです、大丈夫です。39、40番、了解しました。 
○日比主査 41番、二宮委員、お願いします。 
○二宮委員 41番はわかりました。これ質問の意味は、前回のスコーピング案のとこ
ろの議論のところで、道路事業の影響について明らかにせよというそういう助言があ

って、EIA報告書の 4.3.4というところで追記をしているというご回答だったのですけ
れども、その内容が現状のその地域の利用のされ方ということで影響のところまで言

及がなかったものですからどうなのだろうと思ったのですけれども、回答としては要

はこの回答が多分前回の道路のスコーピング案のときの回答になるということだろう

と思いますので、影響がないということであれば結構だろうと思います。 
○日比主査 わかりました。 
 以上、環境配慮終わりました。あと残りのところにいってしまいたいと思います。

社会配慮ですけれども、42番、43、44、45まで村山先生、お願いします。 
○村山委員 42は了解いたしました。 
 それから、43から 45、補償の話なのですが、基本的な疑問というか確認をしたい
のは、非正規居住者に対する補償の問題と、それから通常の調査というか JICAの支
援であれば再取得価格による補償ということになると思うんですけれども、今回それ

が本当に望めるかどうかということですね。その点についてはここに書かれていると

は思うんですが、確認させてください。 
○安田 基本的に非正規住民も対象になる。非正規住民もそれから正規住民も基本的

には一応対象として考えてはいるという形にはなっています。こちらに書かせていた

だいたように、cut-off-date前からの居住であれば受給資格を有するということは RAP
のほうにも当然記載をしていますので、そこで考えていて、当然アフガニスタン政府

のほうが予算措置をして、その補償費を出していくという形でいます。 
○村山委員 基本的にはそうだと思うんですけれども、表 2の 1で唯一 JICAガイド
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ラインとの整合性の問題で少し微妙な記述になっているのは移転費用の部分なんです。

なので、この点は JICAとしてそういった形で行うことの必要性については言及され
ると思うのですけれども、実際それがどの程度行われるのかというのが少し気になる

ということなんです。 
○安田 我々も技術協力の中に当然その土地の収用についてはできてないのに進める

わけにもいかないということで、そういうふうに指導というか協力をしているので、

当然 DCDAのほうが例えばお金でいいと言った人たちに対してはお金で合意ができる
とは思いますけれども、いやいや、住む土地をやはりこっちでくれということであれ

ば DCDAのほうが当然土地を確保して補償していくという形にはなると思います。だ
から、それもできていないのに事業が進むというのは、当然我々技術協力という立場

ではありますけれども、そこは DCDAに対しては求めていっているところですので、
アフガン側が少なくともこの Parcel-1においては独走するようなことはないようにと
いう形でやっているというふうになっています。 
○村山委員 そうすると、事業の実施の段階もかなりフォローされる、サポートされ

るという。 
○安田 実施するに当たってという形で、結局我々がいなくなってからもこの大きな

デザブの地域は右岸側が開発していく形にはなりますけれども、我々も足跡を踏んで

しまった以上はちゃんとして進めていってもらわないといけないところもありますの

で、そのあたりについては、JICAのガイドラインをそのまま適用してくださいという
のは当然難しいかもしれないですけれども、このガイドラインに沿ったような意図で

進められるように、アフガン側ができることをやっていってもらうという形ですね。

少なくとも現地の人たちの了解を得てやっていけるのが大原則になるかとは思います

けれども。 
○村山委員 技術協力なので難しい点あると思うんですけれども、結果的に JICAの
ガイドラインに沿わない部分が出てきたとしても、それは技術協力だから結果的に難

しかったと、そういう話も出てくる可能性はあるということですか。 
○安田 そうですね、余りあれですけれども、本来 JICAが事業を実施していくとな
ると、そこはやらないとかという判断もあったりとかするのかもしれないですけれど

も、技術協力の中で我々がいる間にはそこはやはり我々はそれ以上は多分協力はでき

ないとか、そこがクリアになるまでここから先へは進まなくて、こちらの支援を優先

してやりますとかということで、我々はこの技術協力の期間の中であればそういうス

タンスがとれると思いますけれども、技術協力は永遠に続くわけではなく、その期間

が決められている中で成果を出していくという形になりますので、我々の協力期間が

終わった後にアフガニスタン政府の中で行っている事業についてはご懸念のようなこ

とが出てくる可能性はないとは言えないとは確かに思いますので、そこはあるかと思

います。 
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○村山委員 わかりました。 
○川畑氏 コンサルタントをやってます川畑と申します。現在ビジネスデベロップメ

ントサービスという形で事業実施のサポートをしているコンサルタントのうちのメン

バーなのですけれども。その中で、Parcel-1の事業を実施する開発業者を DCDAが調
達することを今現在やっているわけです。その中の契約文書の中に JICAさんのガイ
ドラインを全部入れるのではないのですが、DCDAとしての意見でデベロッパーとし
てのオブリゲーションに関して、土地取得に関してはそういう形できちっとした合意

をとってやる、補償する、あるいはもしそのまま残りたいといった場合には日本の土

地区画整理手法を用いた形でコミュニティがそのまま残れるように開発をするという

文書を我々が支援して入れてもらって、その契約に基づいて開発業者を調達するとい

う形をとっておりますので、間接的ではありますけれども、契約文書の中でそういう

国際的な開発手法をガイドラインとして取り入れた形で今調達中ですので、そういう

ところを通して JICAがかかわる開発の場合にはこういうのが常識的だよというよう
な部分をちりばめて、できるだけ入れてもらって今やっていますので。その契約文書

に彼らが従った形で進めるに当たってはそういうことを細かにやるということが言え

ると思います。 
○村山委員 わかりました。 
○青木 加えて一般的にですけれども、協力準備調査でその後円借款の資金協力で

JICAが支援をするような場合というのは当然モニタリングも行って、今回で言えば再
取得価格の水準であるとかといったこともモニタリングしていくわけですよね。他方

で開発計画調査型の技術協力であったり、一般的には技プロのような場合というのは、

それ自体がプロジェクトで、その中で行われる環境社会配慮については私たちも支援

をしているので、当然 JICAガイドラインに沿った形でということはお願いしていま
すと。 
 他方で、いわゆる開調でつくったものが何かしら FS的なものが事後になされて、
その後のいわゆる事業のときに JICAの支援がない場合は、そこまで私たちはモニタ
リングをすることもできないので、理屈上は対象とならないわけですね。ただ、今回

の技術協力プロジェクトの中で技術移転がされて、環境社会配慮についてもですね、

その理念も含めた技術移転がなされて、彼らが吸収できた場合に、同じようなやり方

でやってくれるという期待はあるとは思います。 
○村山委員 わかりました。通常のほかの案件だとガイドラインとの整合性の表につ

いては基本的にすべてガイドラインを踏まえるという形になっていると思うんですよ

ね。そういう意味で今回の表の中では唯一補償の分が、基本的な方向は整合するけれ

ども、まだ完全ではないというような表現だったので、その点について確認をしたか

ったということです。 
○川辺 補足させていただきます。基本的に今実施しているのは、先ほども申しまし
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たとおりマスタープランレベルのものでありますので、JICAが資金協力をする場合は
ご指摘のとおり、まず資金協力の有無のところでガイドラインに沿わない場合は資金

協力はしませんよということは強くカウンターパートナーに申していますし、その分

モニタリングしているということがございますが、今回は、基本的にマスタープラン

なので踏み込んでないという状況がございます。ですので、先方政府が先方政府の手

金で実施するところまでは我々はどうしてもグリップを十分握りきれないというのが

基本的なところではあります。ただ、その中でもできる限りの技術移転をしようとい

うことで、先ほどコンサルタントの川畑さんが言及していただいたとおり、できる限

りそこでもサポート、理念を踏まえようとしているというのがまず 1点ございます。 
 もう 1点が、7月 27日のときにも説明させていただいた道路事業とか、今後それを
実現していくために JICAが資金協力をしようとしているものに関しては、そこはき
ちっと対応したいと考えています。 
 ですので、マスタープランといえども、今後事業化を想定しているので、できると

ころでグリップを握るということで、大きくは 2本立てで、先方政府が実施しようと
している、民間デベロッパーとかを活用する事業にもできる限りサポートしていると

いうことと。今後 JICAが資金協力をするプロジェクトについてはきちっと対応して
もらうというところであります。 
○日比主査 わかりました。ありがとうございます。 
 46番。 
○二宮委員 恐らく今の村山先生のご質問に対する回答がそのまま多分この回答だと

思いますので、今の議論でわかりました。 
○日比主査 わかりました。 
 47番、田中委員。 
○田中委員 47番ですが、これ確かにタイトルは Environmental Management Planと
あるけれども、中が Environmental Mitigation Planになっているんだよね。Aがプラン
ニングステージで、コンストラクションステージで。だから、これは私の理解では、

Mitigation Planの後にモニタリングプランがつくのかなと思ったのですが、そういう
ことではないのですか。これ本文出ません？配布資料の、本文。本文の 55ページとか
56ページ。これコンストラクションステージと三つに分かれていて、タイトルは
Management Planになっていますが、プランニングステージ A、Environmental 
Mitigation Plan for Land Developmentとなっていますね。これどういう構成になって
いるのかな。これコンストラクションも、それから三つの段階、A、B、Cそれぞれに
こうなっているので。 
○福間氏 58ページまでは Mitigationメジャーで、一番最後の 58ページのデュアリ
ングコンストラクションが実はこのコンストラクションステージであって、施工中に

どういった、採掘したり、それから水質を出す、騒音振動のモニタリングをやってい
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きますと、そういうのがちょっと表が一緒に混在しています。 
○田中委員 これはモニタリングプランになるんじゃないんですか、ここは。そうい

う趣旨の指摘なのですが。 
○福間氏 わかりました。表を分けます。 
○田中委員 そうですよね。 
○福間氏 表を分けたほうが。すみません、混乱を引き起こしちゃいまして。表を二

つに分けます。 
○田中委員 バジェットとか書いてあるのですが、この表にですね。多分モニタリン

グから Mitigationするときのバジェットをここへ全部、これは何か根拠があるんです
か。 
○福間氏 これは近隣国の、実際にアフガンにはそういった例がないものですから非

常に難しくて、パキンスタンとバングラデシュの単価を参考にして、このぐらいかな

ということで算出いたしました。 
○田中委員 なるほど。よく記載されているなと思って。なかなか。 
○福間氏 おっしゃるとおり、目安がないと数があわない、何もできないだろうと、

それがありまして、一応の目安として入れました。 
○田中委員 あればそれなりの、確かに水準が上がりますのでね。了解しました。結

構です。 
○日比主査 それでは、最後にステークホルダーのところですね。三つありますが、

すべてジェンダー関係の女性の参加、それが協議の中であったか、あるいは今後どう

するのかということなのですけれども。村山先生、二宮先生、何か追加の。 
○村山委員 特によろしいです。 
○二宮委員 多分この 48のご回答は 49のことだろうと思います。これは何か開催す
るのにものすごく大きなハードルがあったりするものなのですか。 
○安田 もともとアフガニスタン自体は女性が前に出てくるような文化ではないとい

うのが一つ大きくありまして、ご存知かもしれないのですが、ブルカをかぶって出る

というのも、これは人前に対して自分の女性を出さないとかというところもあるのが

あって、今でも JICAのナショナルスタッフの中には自分の奥さんにはブルカをかぶ
せて外に出てもらっているというやはり文化が残ってしまっていて。JICAとしてはこ
の下のところに 50のところにも書かせていただいていますけれども、ジェンダーとし
てはそういう考えがありまして、アフガニスタンの中では女性課題省に対して女性の

エンパワーメント等を支援するような形でプロジェクトを組んでいるところではある

のですけれども。他方、やはりアフガニスタンの中で全土で、タリバンを含めてです

けれども、女性が進出することに対してよしと思っていない人たちがいます。そうい

う暴力的な部分もありますし、それから普通の方の中にもそういう女性が前に出てく

ることをよしとしない文化がありまして、そういうところが今回のこのデザブ・バリ



 

 - 23 -

カブの地域の中には昔のような村がやはりありますので、そこの中で女性の意見を聞

くというところが非常にハードルが一つ高いというのがあります。 
 我々も地元長老を通じて、DCDAをもちろん活用してですけれども、女性の意見を
聞くような形で協力をしてくれと、何とか女性の意見を聞けるような体制をとれない

かということは試行錯誤しておりまして、何とかそういう形ではとりたいというふう

に思っています。 
 他方、このプロジェクト自体、先ほどもカレーズの改修という話をさせてはいただ

いたところですけれども、周辺村落でやはりカブールの近郊にありながら、生活向上

はなかなか成り立っていない部分もありますし、女性のところの進出がなかなかでき

ていないという部分もあるので、そういうところで女性の生活向上を図るようなパイ

ロットプロジェクトをこの技プロの中で行って、例えば洋裁とか識字の教育を NGO
を通じて現地の村に入り込みながらやっていっているところで、そういう弱者支援と

いうのも行っているという形になっております。 
○日比主査 今の最後の部分とか、何か報告書に記述少ししていただくことというの

はできるような状況ですか。 
○安田 我々からの提案としては多分できるかとは思いますけれども。ちょっと検討

させて、余り表に出たら、どう出るかはちょっとあれですけれども、ただそういう配

慮がいるというのは、DCDAの人たち自体はそんなに余り後ろ向きという形ではない
ので、なるべく書けるように検討したいと思います。 
○日比主査 わかりました。 
○田中委員 関連ですけれども。今ご発言の中で、JICAとして例えば今回の技術プロ
ジェクトの中でこういう活動をしたらどうかとか、JICAとして何か提案する、あるい
は JICAとして活動されるのですか。例えばステークホルダーミーティングに何かそ
ういうことが可能なのかどうか、ちょっと。 
○川辺 なかなか難しいのは、ステークホルダーミーティングを村の中で実施する際

に、JICAがここの事業でというのは大きくは宣伝できないのですね。それはやはり一
番大きいのは治安上の理由で、外国勢力が入ってくることをよしと思っていない人た

ちの耳には余り入れたくないということです。下手をすると日本人が狙われる可能性

もありますので、これまでの JICAのアフガニスタン支援もなるべく地道に、且つ必
要以上には目立たないように心がけていますので、そのため、ステークホルダーミー

ティングでは、治安上の理由から日本人専門家が出席することは控えております。 
 そのため、我々と一緒に働いている DCDAの人間、あるいは我々のプロジェクトの
中のアフガニスタン人には参加いただいて、我々の意図を打ち込んでもらうと、それ

をアフガン人の口から発言してもらうなり、アフガン人の解釈で噛み砕いて発言して

もらうことで、適切な対応を促しております。 
○田中委員 わかりました。 
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○日比主査 ありがとうございます。 
 以上で質問、コメントすべてカバーいたしましたが、何か。お願いします。 
○田中委員 全体的なことで、今のこととも関連して、少し全体的なことなのですが。

技術協力プロジェクトであれば、冒頭の説明で、つまり JICAのこの狙いは基本的に
能力開発であると、能力支援というか、そういうキャパシティビルディングに対する

支援であると。あくまでば EIAレポートとか DCDAがつくるレポートで、これにアド
バイスをしたりするんだ、提案をする、そういうことですよね。それに加えて、もち

ろんそれでいいと思うのですが、例えば能力開発部分とかあるいは訓練とか、JICAと
してこういう技術協力の中でこういう役割を果たすとか、そういう記述というのはど

こかに盛り込めるものなのですか。 
○安田 この EIAレポートの中にということですか。 
○田中委員 ええ。それちょっと畑違いは畑違いというか、全然意図は違っちゃうん

ですけれどもね。つまり、我々は、つまりこれは EIA レポートのある種の技術面から、
あるいは社会配慮面から例えばアドバイスをする、ここが足りないのではないかと、

こういう点もっと盛り込めばと、それはそれでいいんだけれども、JICAの側からする
と、いや、今回は技プロで能力開発が中心なので、なかなかそれは伺うことはわかる

けれども、例えば相手側に対して情報提供したりあるいは支援したりすることはでき

ますけれども、例えばこのレポートを変えるというわけにはいきませんというような

話ありますよね。 
 もっと言うと、先ほどモニタリングの話がありました。そうすると、JICAとしては
この関係でモニタリングについてこういう支援をします、あるいはこういう技術を提

供していきますと、つまり JICAの役割ですね。そういうものは書けるのですか、と
いう質問です。 
○安田 EIAレポートの中に書くことは難しいかもしれないのですけれども、何かし
らの形に残すことはできるのではないかとは思います。ただ、書き方にちょっと工夫

させていただきたいとはもちろん思いますけれども。 
○田中委員 つまり、我々の審査の役割は、助言の役割は、これに対するそういうこ

とでいいかもしれません、技術面のね。だけれども、もともとの JICAが練られた技
術プロジェクトで今言ったような能力開発とかあるいは支援の在り方だとか、そうい

うことを本来の目的にしているのであれば、そこに本当は響くような、つながるよう

な助言もあってもいいのでしょうね、ということなんです。 
○安田 ご指摘のとおりだと私も思いますし、できる限りというか、本来はそこを全

面的に盛り込まなければいけないのだと思いますけれども。一つ、アフガニスタンと

いうところもあるのと同時に、この EIAに含めるかどうかという点もちょっと検討さ
せていただきつつ。ただ、いただいた助言を、今回特に都市開発という面もあります

ので、無駄にならないような形で何とか DCDAのほうに残しておきたいとは考えてい
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きたいと思います。 
○田中委員 私はたまたま 7月に道路プロジェクトのほうにも出させていただいたの
で、その違いがよくわかりました。道路プロジェクトは JICAが直接事業にタッチす
ると言いますかかかわる、関与するということなので、これはまさに EIA、環境面か
らあるいは社会面からということはあると思うのですが、この場合は一歩引いて、一

歩引くというか後方支援というような感じになるのでしょうね。 
○安田 多分道路のような直接ではないからこそ、先生方の助言をうまく噛み砕いて

アフガン側に伝えるのが我々の役目なのかなと、確かに今思いますので、そこは検討

させていただきたいと思います。 
○田中委員 すみません、全体的なことで。 
○日比主査 ありがとうございます。 
 ほかよろしいでしょうか。 
 では、少し休憩をとって、その後助言案の。 
○田中委員 余り長くなくてもいいですね、5分ぐらいで。 
○日比主査 5分ぐらいで、はい。5分後に再開ということで。 

（休  憩） 
○日比主査 では、再開させていただきたいと思います。 
 では、コメント、助言案を確定させていくということで、また 1番から順番に、落
としていいものは落としていただくというのを言っていただき、あるいは助言の文案

を修正するなりというのは随時やっていきたいと思います。 
○川辺 検討の前に一つお願いというか確認させていただきたいのですけれども。本

日のこの助言委員会としては、技術協力プロジェクトは先方と協働しながらつくって

いるマスタープランについてのものと。あと、先日 7月 27日に説明させていただい
た道路事業、これは JICAが資金協力を検討しているということもありますので、そ
の両方を踏まえた形での助言ということでお願いできればと思っております。 
○日比主査 それはどういう意味。 
○川辺 杞憂かもしれないのですが、今日の説明が技術協力プロジェクトというとこ

ろを中心にさせて頂いた面もあると思っていました。技術協力プロジェクトというこ

とであればこのレベルでいいのではないかということで、助言を大分控えられてしま

う傾向もあるのかなということを少し懸念したところです。 
 道路のほうは、その全部ではなくて一部ですが、資金協力を検討している段階です

ので、そちらのほうも念頭に入れて助言を残していただいたほうがよいと考えた次第

です。 
○田中委員 今の話は、助言案を統合するということですか。 
○吉田 そうです。今回一番最初 EIAと RAPの案を提出させていただいた際に、同
じくスコーピング案に対する答申についてこれまで 2回いただきましたと。一つは全
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体の技プロで行っている都市計画全体の EIAについてのスコーピングの答申。そして
さらに 2段階目として…… 
○田中委員 最初のは 2010年時点ぐらいの案件ですね、はい。 
○吉田 2010年です。それに加えて 2012年 7月にワーキンググループを行わせてい
ただいた Parcel-1地区の中の幹線道路への資金協力を前提とした事業に対するスコー
ピングへの答申。両方への回答を JICAからは皆様に提出させていただきました。こ
れら両方ともの答申への回答を踏まえた上で今回の EIAと RAPというのはつくられ
ておりますので、両方とも答申がクリアされているのか、そしてその道路以外のとこ

ろに関しては JICAが資金協力をしないという前提におりますけれども、道路に関し
ては JICAが資金協力をする検討をしていますので、先ほど村山委員がおっしゃって
いたように、例えば JICAが資金協力があるのであれば当然 JICAのガイドラインの要
件すべてに合致する必要があります。そういう前提で我々も EIA、RAPのドラフトフ
ァイナルは作成しておりますので、そういった前提で議論を進めていただきたいとい

うところがあります。これまで前半技術協力のほうの議論が主になっていたなという

ところがありまして、道路担当の川辺のほうから補足説明をさせていただいたという

のが今のステータスとなります。 
○日比主査 すみません、道路は道路でこの間やって助言も出て。 
○吉田 はい、あれは道路のスコーピングで、今回はその道路のスコーピングで答申

をいただいたものに対するドラフトファイナルですと。一つの似たようなと言います

か同じ場所でやる計画に対して 2回スコーピングについて答申をいただいております
ので、それぞれに回答をしたドラフトファイナルが今回できておりますと。 
○日比主査 私も道路のほう出させていただいたんですけれども、正直そういうふう

には今までとらえてなかった。道路は道路で、今回はまちづくりのほうのキャパシテ

ィビルディングへの助言ということで今の今までやっていて、ちょっと私、今どう理

解すればいいのかちょっとよくわからないのですけれども、先生方、いかがですか。 
○田中委員 そうか、スコーピング案への回答というのが 2種類入ったというはそう
いう意味ですか。2種類入っていたような気がするんですが。 
○川辺 そうですね、2種類ですね。 
○田中委員 2010年のと 2012年 7月のスコーピング案が書いてあるのが 2種類あり
ましたね。そういう意味だったんだ。なるほど。意識するほうは面開発だと思ってい

たんですよ、今、日比さんおっしゃった、私もそういう感じがあって。 
○吉田 ただ、田中委員もいらっしゃった際、道路のときもほぼ重なる地域でやって、

そこだけ切り出したスコーピング案なので、最終的な報告書は統合されますというの

を我々としても説明していたつもりではあったんですが。ちょっとそこの部分の説明

不足はあったかもしれません。 
○田中委員 説明を受けたかもしれません。受けたような気もいたしますが、全然記
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憶が薄いんですね、ごめんなさいね。 
○川辺 そうかもしれません、7月のときもお話しさせて頂きましたが、Parcel-1全
体の面開発の中でも道路も十分考えてやっていますので、わざわざ道路を特出しして

またスコーピング案を 7月にかける必要もなかったんじゃないかという話が助言委員
会の後に委員の先生からも言われまして、当方からは実直にやりすぎたかもしれませ

んということをお話しさせていただいたところです。今回答申をいただく前に、実直

にやったその 7 月のもあって、それも踏まえて面的開発と、その中に含まれる道路の、
両方を受ける今回助言委員会ということだったものですから、改めてリマインドさせ

ていただいたほうが認識のところで齟齬が出ないのではないかと思った次第です。た

だ、振り返って 7月の段階でもわざわざ道路を特出しでやることもなかったのではな
いかということもコメントをいただいているところもございますので、自然体に答申

をいただくということでも十分かもしれないとは思っています。 
 
○日比主査 いかがでしょうか。 
○川辺 すみません、混乱させてしまったかもしれません。 
○田中委員 今日の議論の前にそういう話があれば、例えば道路に交通系についてあ

っちはもう少ししっかりとか何かそういう話はあったかもしれませんが、今の段階で

は、そうですね、そういうのもあるかなという感じですね。 
○村山委員 メールで今のようなご趣旨のご連絡はいただいていたと思いますので、

私自身はある程度意識をしてコメントしようと努めたのですが。ただ、結果的にいた

だいている EIAと RAPの内容は面的開発が基本になっていて、コメントの 19番など
には表現したのですけれども、幹線道路についてはどうかという話はほとんどないで

すね。ですから、そういう報告書をいただいて、なおかつ道路について特別にコメン

トするというのはなかなか難しい。仮に事前にそういう理解があったとしても難しい

かなという気がしますね。 
○田中委員 それでいうと、今のご説明を受けると、道路系の 7月にやったときのス
コーピング、それに対応するドラフトファイナルをつくらないということですか。 
○川辺 そうです。 
○田中委員 これの中におさまっているということですか。 
○川辺 はい。 
○田中委員 なるほど。 
○村山委員 資金協力するというのは借款という意味ですか。 
○川辺 アフガニスタンですので借款ではなくて、グラントになるという想定をして

いるところであります。先ほども申しましたとおり、グラントでやる場合はやはり

RAPとかそういうものを JICAのガイドラインにのっとってきちっとやってもらう必
要がありまして、実はなかなかまだその対応が遅れているところもあって、いつにな
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るのかというのをモニタリングしているところではあるのですが、アフガニスタンで

すので基本的にはグラントになるというふうに考えております。 
○村山委員 それが本格的に決まった段階で、もう一度こういう機会はありますか。 
○川辺 それを今回というつもりで。 
○村山委員 今回の議論で含めるということ。 
○青木 若干こちらで話をしていたんですけれども、今回のワーキンググループをや

るに当たって、先ほど村山委員おっしゃったように、2年前のスコーピング案に対す
るドラファイであるということと、2カ月前のものに対するドラファイであるという
アナウンスは一応させていただいていて、とはいえ私今回の開会のときには面的開発

というふうなお話をしてしまったんですけれども、そういうご案内はしておりました。

新ガイドラインですと無償資金協力なり実施をするしないという JICAが意思決定を
する前には環境レビューのタイミングで全体会合で報告というのはあるんですが、旧

ガイドラインですと一応それはやっていないということになっておりまして、従いま

して今回のドラファイがこの案件についての協議の場として最終になるということを

今原課のほうには説明をしていました。 
○村山委員 進め方の問題なので、今の時点で議論するべきかどうかわからないので

すけれども、私の感覚だと、助言の中に今後の進め方について一文入れておいたほう

がいいかなという気がしますね。今回ですべて終わってしまう、少なくとも報告もな

しに終わってしまうのは少し厳しいような気がします。ですから、こういった形で助

言するかどうかは別にして、何らかの形で報告を助言委員会としてもらうというよう

な、少なくともそれは求めてもいいのかなという気はします。 
○日比主査 確かにメールにはそのように書いていただいていて、ただ、正直今初め

て理解できたというところなので、そういう意味だったんだという。 
○青木 今村山委員おっしゃったのは、今回のドラファイにおける道路部分の記述が

どうこうということではなく、議論の進め方として面的開発の想定で進めてきていた

ので、道路部分についての報告が一旦あったほうがいいのではないかというご提案。 
○村山委員 今回の助言は二つを対象にということでやっても構わないとは思うんで

すが、その後で借款でやっている環境レビューの前の報告と同じような形で今回の場

合は何かできないかなということなのですが。 
○青木 すみません、お待たせいたしました。実は無償資金協力で新ガイドラインの

A案件では実はまだ事例がありませんで、無償資金協力ですと円借款のようないわゆ
る審査というためのミッションというよりは、概要設計の説明調査というところで環

境レビューを行っているというのが事実なのですね。ですから、その前に JICAの中
で、これまで全体会合の環境レビューでお見せしているような A3紙の環境レビュー
方針というようなものを作成するかどうかということもまだ実は決まっていないとこ

ろがあります。従いまして、今回お話があった何かしらの報告をというところにつき
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ましては、この段階でやりますやりませんということをすぐに決めるということは難

しいと思うので、一旦ご提案ということで引き取らせていただいて、また報告を例え

ばするという場合にどういった形をとるかということで、円借款のときに通常お見せ

しているようなフォームをとるのかあるいは別の方法にするのかということもあわせ

てこちらで検討させていただければと思いますが。それでいかがでしょうか。 
○日比主査 その進め方でいいのではないかなと思います。 
○青木 ありがとうございました。では、一旦引き取らせていただいて。この中でも

ちろん今直前にお伝えしましたように、道路の部分についての答申をいただくことを

妨げるわけではありませんので、そこについても当然いただければと思いますし、面

的開発の部分についてもいただければと思います。 
 すみません、若干混乱をさせてしまいまして申しわけありませんでした。よろしく

お願いします。 
○日比主査 基本的にはこちらが面的なので、道路、ここでかかわる部分は当然道路

にもかかわってくるという、ロジック的にはそうなるのかなというふうに思うし。た

だ、前回のワーキングに私も出ていながらで申しわけないのですけれども、そこでの

議論と今回のここでの議論を明確に意識しながら作業しなかったというところがあっ

て、その点だけが、先ほど引き取っていただいた上で前回の道路のワーキングでの助

言に対するご報告なのか何なのか、何らかのことを考えていただければいいのかなと

いうふうに思いますけれども。 
○青木 実際 7月のスコーピング案のワーキンググループのときにも、道路だけでは
なくて面的のところにどうしても及んでしまうコメントも、実際そちらのほうが多か

ったと記憶しています。そこでいただいた答申につきましては、今回対応表という形

で一旦回答はさせていただいていますので、またそれを同じものを報告というよりは

恐らくもう少し違った形にはなるかとは思いますが。ただ、ドラフトファイナルレポ

ートをもう一回説明するというようなことではないと思いますので、ドラファイにつ

いてコメントということであれば現段階でいただければと思います。よろしくお願い

します。 
○日比主査 一つだけお願いなのですけれども、全体会合のときそこの経緯というか

背景のご説明をしていただいて、私もちゃんと明確に理解できているかどうかちょっ

と自信がないので、それはワーキングの際にちょっとお願いできればと思います。 
 それでは、以上を踏まえまして、助言案を確定させてまいりたいと思います。もう

4時ですね、1時間でできればと思います。 
 まず、1から 4までのところになるかと思いますけれども、ここはいかがいたしま
しょうか。重なっている部分がかなりあるかと思うんですけれども。 
○二宮委員 私は今のお話を伺う前は、技術協力ということにフォーカスを当てると、

私の助言の関連は 2と 4ですけれども、あえてここに置かなくてもいいかなと思って
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いたのですが、むしろ道路も含めて残したほうがいいのではないかという、残すよう

なイメージでということであれば、ちょっと言葉はすぐに思いつかないのですが、今

考える範囲では、回答でいただいている最初のパラグラフのあたりを生かした文言を

この 1から 4の共通の問題意識として残したらどうかなという感じはいたしますけれ
ども。多少表現を工夫しないといけないと思いますが。モーダルシフトを進めてくだ

さいということが大事かなというふうに思っています。 
○日比主査 村山先生、いかがでしょうか。 
○村山委員 基本的にそれで結構だと思います。 
○日比主査 どうしましょう、文言は。段階的に進めるよう検討し、記述することと

いう形になりますでしょうか。 
 大気汚染等のところに私は明確になるように CO2というか温室効果ガスも含めて書

いていただければと思うんですけれども。 
 とりあえずこれで次にいきたいと思います。次、5、6はもう了解いたしました。落
としていただいて結構です。 
 7については、記述をしていただければと思いますので、どのように担保されてい
るのか記述することということでお願いいたします。 
 それから、8番ですね、8番は最後の括弧の後ですね、他に既存事業がないか調べ、
記述することでいいです。 
 9番は了解しました。これはもう結構です。 
 10番は。 
○田中委員 10番、結構です、落としていただいて構いません。これ直しておいてく
ださいね。 
 それから、11番ですが、これ最初のほうだけ生かしておきますか。入手できる統計
データの範囲で長期的な降水の傾向にも言及しておくことということですかね。これ

は生かさせてもらえますか。大丈夫ですか、降水、温暖化、どうですかね、はい。 
○日比主査 次は、12番は基本的に了解しましたが。わかりました。これは落として
いただいて結構です。 
 それから、次のもう 1回出てくる次の 11番と 13番ですね、ここは、あと 14、15
にも係ってくるんですけれども、基本的には私と田中先生のところで、どうしましょ

うかね。基本的に田中先生の 13番にすべて含まれるのかなという気もいたしますけれ
ども。 
○田中委員 これだけ残しておきますか、それでは。 
○日比主査 そうですね。その根拠等を。 
○田中委員 14番のところでご回答があるように思いますが。もう少し断定的な記述
ではなくて、評価のリスクを伴う、そういうことも大事なんでしょうかね。 
○日比主査 そうですね。では、私の 14番の最後のほうですかね、田中先生の根拠を
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明らかにすること。また、データが不足する場合には評価が限定的であり、一定のリ

スクを伴うことを明記することという形で。 
○田中委員 はい。 
○日比主査 それで 11、13、14、15を一つにまとめるという形で。 
 16ですね、ここは、わかりました。これも記述を修正していただくということで、
落として結構です。 
 17。 
○田中委員 17、18は落としていただいて構いません。 
○日比主査 19番は村山先生ですね。 
○村山委員 これは生かしていただいて、最後のところの緩和策を具体化することの

前に、環境社会面のというのを入れていただけますか。これでお願いします。 
○日比主査 はい。20、21、22は落としていただいて結構です。 
 23、24も、先生よろしいでしょうか。 
○田中委員 はい、そうです。私も 23、24、全部いいです。 
○日比主査 25から 28までのところですね。ここは一つにまとめられるかと思いま
すが。 
○田中委員 26のこの評価のあれは再検討といっても具体的には難しいですか、相手
国の立場から。評価は付け替えてからでいいということですか。 
○安田 ちょっと厳しいところもありますよね。 
○田中委員 言ってしょうがなければしょうがないんだけれども。国内プロジェクト

だから、もうちょっとしっかりしたバックグラウンドがあればしっかりやってくれる

と言ってもいいとは思うんですけれども。わかりました。 
○日比主査 どうしましょうかね。二宮先生の 28は独立してもいいように思いますけ
れども。25、26、27はどうしましょうかね。残してもしょうがないということのよう
な気も。 
○田中委員 残しておくという手もあるんでしょうけれどもね、もう一回再検討して

もらって結局こういうことでしたという回答が出るかもしれません。再検討してやは

り－Bでしたとなるかもしれません。 
 それでは、私のところ、26番の最初の 4行、5行、供用段階の評価に関して、再検
討することということで、もう一回再検討してもらう。その上で評価がつけかわれば

いいし、つけかわらなければしょうがないというふうにしましょうか。 
○日比主査 そうですね、はい。であれば、再検討することで地球温暖化については

交通運輸以外のセクター、産業、民生の検討も一応検討を検討していただくという、

一応助言には入れることにしたいと思います。 
○田中委員 そうすると、26のほうを使う。 
○日比主査 そうですね、26の温暖化の後に括弧で、運輸セクター以外の排出源を含
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むという形でいかがでしょうか。 
○田中委員 そうすると、25番の括弧内の 2025年における運輸セクターからの CO2

排出量は、対 2008 年比約 24 倍になるとあるが、再検討することということですかね、
ことを踏まえてということですか。 
○日比主査 そこは残さなくても、26番の先生の文章の温暖化の後ろの括弧で、運輸
セクター以外の排出源を含むということに。 
○田中委員 なるほど。わかりました。私のところの地球温暖化の後ろに括弧書きで。 
○日比主査 そうです、はい、運輸セクター以外のところ。 
○田中委員 2025年には運輸セクターから CO2排出量が 24倍となるということを括
弧書きで。ありがとうございます。私よりも理解が早くて結構です。 
○日比主査 それで 25、26、27も、26含めるという形にしたいと思います。 
 28は、二宮先生、いかがしましょうか。もうこのままで。 
○二宮委員 ええ、もうその表現でいいんじゃないかと思いますが。 
○日比主査 はい。 
 29は。 
○二宮委員 29はいりません。 
○日比主査 落とします。30。 
○田中委員 30番、31番あたりですが、30番のところだけ生かさせていただいて、
交通系排出量に言及するだけでなく、供用時における民生・家庭部門、産業部門から

の負荷排出についても言及すること、ほぼ原文どおり生かさせてください。30番です
ね。 
 31番は、これ落としていただいて構いません。よくわかりました。データがないと
いうことで。 
 32番も了解しました。 
 33番もオーケーです。 
 32番で、道路系のところでこういう水文とか水象のこと何か質問しませんでしたっ
け、何かコメント出してませんでしたか。 
○川辺 水象についてはいただいていました。 
○田中委員 ありましたよね。 
○川辺 はい。道路は非常に限られるので、水象というそういう大きいものには基本

的には影響はございませんということで回答させていただいております。 
○田中委員 わかりました。水のことであったような気がしたので。わかりました。

省略で結構です。 
○日比主査 34番、村山先生、どうしましょうか。 
○村山委員 これは一つの文にして、言及し、場所を選定する際にはと続けてくださ

い。 
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○日比主査 ありがとうございます。 
 35番ですが、ここは少し変えて残したいと思います。Biota and ecosystemへの影
響緩和策として、低・灌木の代償的植樹が記述されているが、植樹計画における配慮

事項を記述すること。また、植樹以外の緩和策があれば記述すること。というその二

つ。 
 36はとっていただいて結構です。 
 37は、ちょっと後ろのご回答を活用させていただいて、貴重種等が確認された場合
にはモニタリング計画に含めることという形で。 
 38番、二宮先生。 
○二宮委員 落としてください。 
○日比主査 39は。 
○田中委員 39はこのまま記載することまでにしますか、最初の 5行ですかね。 
○日比主査 はい。 
○田中委員 40番は、これ結構です、落としていただいて。先ほどの項目でいくと。 
○日比主査 それから、41番は二宮先生。 
○二宮委員 41番、いりません。 
○日比主査 社会配慮に入りまして、42番は村山先生です。 
○村山委員 これは落としていただいて結構です。 
 それで、43から 45ですが、ここは悩ましいんですけれども、一つにして、43番の
最初の文の、というかこれも余り使ってないな。申し上げてよろしいですか。非正規

居住者を含めた被影響住民への補償については、JICAのガイドラインが順守されるよ
う努めること。幹線道路について特に言っておいたほうがいいと思うので、特に幹線

道路の整備に伴う補償についてはガイドラインの水準を求めること。重複感があるん

ですけれども、とりあえずこれでお願いします。 
○日比主査 次は 46番、二宮先生。 
○二宮委員 46は残してください。回答の言葉を使いたいと思います。移転対象者の
希望があれば、現在のコミュニティが保たれるような形で移転できるよう、右側の回

答の言葉を使ったほうがいいかなと思います。保たれるような形で移転できるよう

DCDAに申し入れること、でいいと思います。 
○日比主査 はい。 
○田中委員 47番結構です、落としてください。 
○日比主査 ステークホルダー協議、48番、ジェンダーのところですが、いかがしま
しょうか、村山先生、二宮先生。 
○村山委員 何かまとめてここは言っておいたほうがいいと思いますけれども。 
○日比主査 どちらの、村山先生か二宮先生かのほうので。 
○二宮委員 いいじゃないですかね、と思いますけれども。このまま使えないですよ。 
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○日比主査 実施予定の協議について、促す具体的な方策を検討することと。これは

特に道路のほうがかかわってくると、もう少し。これで結構です。 
 49、50は。 
○二宮委員 さっきのお話を伺っていると、余り具体的に書くより、むしろ日比委員

のエンパワーメントみたいな理念的なところの書き方にしておいたほうがいいのかな

という気もしないでもないんですが。余り性急に進めて逆の効果があるようなことも

あるかもしれないなというふうには話を伺っていて感じましたけれども。これで 48番
の文言をベースで特にやりにくくなるようなことがなければいいですけれども。 
○川辺 実際どうやるのかとしているかと言いますと、ステークホルダーミーティン

グで女性だけの開催を今目指して動いているんですね。ただ、それがうまくいくかど

うかは正直わからないところがあるので、そういう場合はヒアリングとかアンケート

で声を吸い上げようという検討をしているところであります。ですので、具体的な方

策を検討することということに対して、それの対応を今検討しているので、やりにく

くはないかというふうには考えております。 
○日比主査 では、48番、はい。 
○吉田委員 49、50は落とすということで。 
○日比主査 はい、そうです。 
 割とすんなりといきましたが。先ほど休憩の前だったか後だったか、田中先生がお

っしゃった JICAの役割、ちょっと両方あわせるというのもあるので、どういう入れ
方をするのかしないのかという話もあったと思いますけれども。 
○田中委員 難しいですね。 
○安田 これもまたプロジェクトともいろいろ検討しなければいけないところで、例

えばですけれども、このアドバイザリーコミッティと私たち呼んでいて、助言委員会

を日本でやるということは先方には当然話をしているわけなので、日本のアドバイザ

リーコミッティからはあなたたちがつくったこの EIAに対してこういう助言が出てい
るんだと、予算のことを踏まえると全部はもちろん無理かもしれないけれども、やは

りこういうのがいわゆるインターナショナル的なもんだよということで、例えばレタ

ーなり結果論を伝えていくということはできるのかなというふうに思いますので、そ

ういう方向でちょっと考えさせていただきたいなと思っています。 
○田中委員 恐らく日比座長がおっしゃったのは、何か総体的な事項、あるいはこの

助言の手前に何か JICAとしての役割をもう少し明確にして取り組むこととか、もっ
と総体的な話。それから、もう一つは道路プロジェクトに対して総論として、今後機

会を見てある程度事業が固まって、ドラフトファイナルというものはつくらないにし

ても、そこに当たるような、事業が固まった、確定というか、無償協力になるんです

か、そういうプランができた段階でそこにおける環境配慮の状況について報告を、期

待するとかいうのを書くのか、あるいは求めるというふうに書くのかわかりませんが、
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何かそういう趣旨を書いて、審査部のほうで引き取ってもらうというさっき話があり

ましたね、どういうやり方がいいかというのを考えるということだと思いますが。総

論としては、そういう 2点ぐらいがあるかなというのをおっしゃられたのではないで
すかね。表現はちょっと難しいですけれどもね。 
 何か吉田さん、いい文案はありますかね。 
○吉田 そうですね。 
○田中委員 具体論にとどめておきますか。こういう、要するに技術的なテクニカル

な話にとどめておいて助言としてまとめるというふうに指摘する選択肢もあるし、最

近のウガンダじゃないけれども、前文のようなものをつくるというのもあるし。余り

長くしなくてもいいと思いますけれども。 
○吉田 先ほど私たちからも申し上げたように、今後どういった形で説明させていた

だくかというのはまず対応としては、検討は当然させていただくのですけれども、ま

ず助言で一言、例えば今後の報告についても例えば JICAとして検討することという
答申として一言残しておいていただければ、それをどう具体策に落としていくかとい

うのはまた事務局あるいは JICAとして考えさせていただくので、そういった形で、
問題意識は残しつつ、具体論については今後検討するというような形で一言いただけ

れば、お互いの問題意識としては文書としても残りつつできるのかなと思うんですが、

いかがでしょう。 
○田中委員 今のお話のような言葉をちょっと一言入れておいてもらって。 
○日比主査 全体の 1番に。 
○田中委員 全体の 1 番か、あるいはこの本文に入る前かもわかりませんけれどもね。 
○吉田 すみません、文言についてはまた検討させていただいて、メールでご連絡で

もよろしいでしょうか。 
○日比主査 そうしていただけると大変助かります。 
○田中委員 私が先ほど発案したようなことは、ご迷惑かもしれないので、言っても

いいし言わなくてもいいかなと私は思ったんですが、それで議事録には残してもいい

かなということで発言させていただいたんです。 
○青木 では、文案は第一稿をお送りするときにつけて。今後の報告なりについて

JICAで検討することという旨をつけたいと思います。 
○日比主査 一応珍しく時間が余って。何か漏れとか追加の検討はございませんでし

ょうか、大丈夫でしょうか。 
○田中委員 あとはスケジュール、段取りですね。 
○青木 では、スケジュールです。10月 1日、若干短いのですけれども、1日に全体
会合で確定をしたいと思います。本日金曜日ですので、来週月曜日、24日中ぐらいに
はこちらからお送りいたします。金曜日には委員の皆様にお送りするということがあ

りますので、金曜の午前中を目処に、実質 4日ぐらいしかございませんが、お願いで
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きればと思います。28日の午前中ですね。よろしくお願いします。 
○日比主査 午後がずっと出ているので、先生方、午前なるべく早いうちまでにいた

だければ取りまとめしておきます。随時お送りいただければと思います。 
○青木 では、本日のワーキンググループを終了します。 
 どうもありがとうございました。 

午後 4時 32分閉会 
 


